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別記様式第 4号 

会 議 等 結 果 報 告 書 

会議区分 会 議 ・ 打合せ ・ 協 議 
文書番号  

決裁期日 平成３０年６月  日 

名 称 
 平成 30年度第２回社会教育委員兼公民館運営審議会委員会 

（第 9次社会教育中期計画策定委員会）会議 

日 時 平成３０年６月２８日（木）１８時００分～１９時３５分 

場 所  社会教育総合センター 大集会室 

出席者 

 委員１２名 小山田、中川、田端、大西、谷口、和田、佐川、中澤、稲毛、 

北向、浅田、濱口 

事務局９名 教育長、教育振興課長、社会教育班主幹、北川主査、長谷川主査、 

谷主査、管野主事、轟木主事 

内 容 

教育振興課長 進行 

教育長挨拶：本日は第 2回目の会議にご出席頂きありがとうございます。今月の

天候は寒い割に作柄は平年並みだそうですが、来月から天候も回復し期待した

いです。今日は第９次の計画策定よろしくお願いします。町の総合計画、学校

教育、読書計画も作る年でご苦労おかけしますが、よろしくお願いします。 

稲毛委員長：今日はお疲れのところ、またお忙しいところありがとうございます。

今回から本格的に第９次策定にお力をお借りしますが、よろしくお願いしま

す。 

委員長議事進行 

報告事項 

(１)  平成 30 年度社会教育関係事業実施(6 月分)報告 

北川主査説明： 議案 3 頁の平成 30 年度社会教育関係事業（6 月分）の実績を説明し、

案発送後に終了した事業の参加数等を報告。今後の事業、行事の予定ですので参考

にご覧ください。 

稲毛委員長：ただ今の説明で何か質問等ありませんか。親子水泳教室の参加が奇数だ

が兄弟がいたのか。 

北川主査：１件お子さんが２人参加の家庭があります。  

稲毛委員長：ほかになければ次に入ります。 

社会教育中期計画について 

（１） 第８次社会教育中期計画社会教育事業の検証・評価について 

（２） 第９次社会教育中期計画の策定について（平成３１～３５年度） 

眞鍋主幹説明：先に(２)について説明させていただきます。資料１をご覧ください。

３枚目に第９次体系図(案)を載せておりますが、あくまで原々案としてください。 



内 容 

 参考として載せており、まだ何も決まっておりません。１枚目の教育振興計画

の構造では、上から上富良野町第６次総合計画は町の最上位計画として平成 31

年から 40年までの 10カ年計画を現在策定中です。下の教育振興基本計画も同

じ期間の 10 カ年計画を策定中で、教育委員会の最上位計画の位置づけです。

その下の教育理念ですが、今までは教育目標として位置づけしていましたが第

9 次から教育理念に代わり文言は現在検討中です。この下右側が社会教育にな

ります。社会教育基本計画と社会教育推進目標については、今年 3月策定され

た北海道教育推進計画と整合性をとり検討していきますので、まだ何も決まっ

ておりません。今後みなさんと協議していきたいと思います。その下、第 9次

社会教育中期計画ですが資料 1の 3枚目に第９次体系図(案)原々案ですが、こ

れまでの 8次計画を基にした原々案で目標達成のための重点や具体的な施策等

を検討いただくことになり、この後の部会で担当から趣旨等について説明させ

ていただき審議検討を行っていきたいと思います。また、教育振興基本計画の

期間は 10カ年で、その中間年 5年経過の時点で検証を行い、6年目から後期 5

年の計画を設定しております。 

 戻りまして(1)第 8 次中期計画の検証評価については今年度の事業の進み具合

に応じて検証していきたいと思います。 

稲毛委員長：ここまでで何か質問等ありませんか。社会教育基本方針と推進目標は部

会か全体で検討するのか。 

眞鍋主幹：基本的には全体会議の中で練っていきたいと思います。 

稲毛委員長：全体会議であまり時間が取れないかと思うが、部会でだし全体でまとめ  

るなどはどうか。 

眞鍋主幹：部会に提案し、全体できめていくことも検討します。 

北向委員：社会教育推進目標は北海道の計画目標が入ってくるのか。まるっきり

変えるわけにもいかないだろうから、どう考えるのか。 

眞鍋主幹：3 月に策定された計画がありますので、これに準じた形で文言も考え

ていきたいと思っています。 

北向委員：8 次と同じ目標が入っているので空欄にした方が埋めていくと思えて

よい。また、社会教育基本方針は教育委員会で決めるのか。 

教育長：次回は空欄でだします。基本的に学校教育の目標をどのように町全体の

目標とするか校長会中心に検討してもらっており、新学習指導要領の状況を踏

まえて入れていきます。 

北向委員：対応する形で社会教育も教育委員会の決定事項に合わせていくのか。 

教育長：案を示していくので、ご意見をいただきながら決定していきます。 

稲毛委員長：ほかにご意見がなければ、各部会会議の説明に入ります。 

眞鍋主幹説明：各部会に分かれて作業をして頂きます。部会については第 1回の

会議で示させていただいております。第 3部会については部会長・副部会長の

選出をお願いします。1時間程度で 

※第 1部会…大集会室、第 2部会…学習室、第 3部会…団体室 

稲毛委員長：それでは再開いたしますので、各部会より報告をお願いします。 

第１部会北向委員：現時点で行われている各事業内容の再確認で疑問点や意見が 



内 容 

 あれば質問をするよう進めた。気が付いた部分では、5～6頁の放課後子どもプ

ラン事業は H27 放課後クラブ・スクールに分かれた。④みんなで遊ぼうは H27

年度から中止し放課後クラブに吸収されている。下の学校地域支援本部事業は

補助事業で始まったが、補助がなくなった時点で学校支援ボランティアが主な

事業となっている。13～14頁ウインターサーカスへの支援は北海道のシーニッ

クバイウエイ事業がなくなったため H27年度以降取組がなくなったので第 9次

にはこの事業はなくなる。以上です。 

第 2 部会田端委員：9 頁生涯学習活動の推進で、②マイプラン・マイスタディ講座開

設への支援では、新しい活動が出て大変よいが、4 団体に対し予算 4 万円で税抜き

では 9000 円となる事から補助額をあげてほしい。同じく 31 頁文化の振興②自主

企画芸術鑑賞事業への補助でも支援と予算増額をお願いしたい。第 9 次の体系図

で具体的な施策の変更や改善はありませんでした。 

第 3 部会中川委員：部会長に中川委員、副部会長に佐川委員がなりました。基本

的に中期計画の説明を受け活発に質問意見をし理解を深めた。計画そのものは

町民のニーズや町内に必要なものを適切に網羅し実施されている。しかし運営

面で 27 頁⑫スポーツフェスタ町外への参加者が少なく、周知や移動方法の工

夫が必要だが計画自体は良い。29頁の⑯女性スポーツ協議会は大変必要なもの

であるが、現状は若者は組織につきにくく役職の担い手がなく役職の長期化や

高齢化が進んでいるが、どの分野においても同じような課題であるが知恵を出

し合っていくことが必要である。パークゴルフ場も常時使用しているので芝の

管理が難しいなど出たが、すぐに解決できるものとそうでないものがあるので

整理をしながらお互い知恵を出しながら行っていくとよい。第 3部会のことで

はないが、先の銃を持った不審者や野球ボールが人や物にぶつかり大変である

ことから小中学校にフェンスが出来るとよいという意見が出た。以上です。 

稲毛委員長：質問等ありませんか。なければ、その他、次回の日程について。 

その他 

次回会議の日程 

眞鍋主幹説明：次回会議を７月 24 日(火)18 時から同じ会場で行いたいと思います。

内容は今日の積み残し、施策と概要、成果の検証を引き続き分会ごとに行っていき

たいと思います。以上です。 

稲毛委員長：全体を通して感想・質問等ありませんか。 

 （各委員特に無し） 

 本日はお疲れ様でした。 

 


